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実践キャリア・アップ戦略 専門タスクフォース 
食の６次産業化プロデューサーワーキンググループ（第８回） 

議事次第 
 

 

                   日 時：平成 24 年 4 月 3 日（火）13:00～14:28 

                   場 所：合同庁舎４号館４階第２特別会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）実施体制について 

（２）起草小委員会からの報告について 

（３）「できる」の評価基準・評価方法について 

（４）プログラム認証基準について 

（５）実証事業について 

（６）その他 

 

３．閉 会 
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○大宮座長 それでは、まだお見えになっていない委員さんもいらっしゃいますが、定刻

になりましたので、ただいまより第８回「食の６次産業化プロデューサーワーキーング・

グループ」の会合を開催いたします。 

 本日は、年度初めのお忙しい中御参集いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日は、川口委員さん、鈴木委員さん、森下委員さんが欠席となっております。 

 また本日、滝口委員さんが初めての御出席になりますので一言ごあいさつをお願いした

いと思います。 

 また、事務局内で異動があったとのことですので一言ごあいさつをお願いします。 

 よろしくお願いいたします。 

○滝口明彦氏 昨年の秋の異動で連合の方で社会政策局長になりました滝口と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋参事官 昨日付で参事官に着任をいたしました髙橋と申します。 

 前職、経済産業省の情報処理振興課というところにおりまして、そちらで IT のスキル

標準の方の担当課長ということでございまして、かつまた、IT 融合といって農業にいかに

IT を持ち込むかというようなことについても農水省さんと一緒にいろいろと施策を進め

かけているところでございますので、そんなようなことから、まだ全くの不勉強であれで

ございますけども、お役に立てることが少しでもあればと思いますのでよろしくお願い申

し上げます。 

○大宮座長 それでは、早速ですが議事に移りたいと思います。 

 本制度の実施についていよいよ今年の秋に迫ってきております。前回のワーキング・グ

ループ開催以降、専門タスクフォースでも各分野を通した全体の実施体制について議論が

あったと伺っております。本日は、前回のタスクフォースでの検討結果について御報告を

いただきまして、その後、食の６次産業化プロデューサー分野の実施体制について御議論

をいただければと思います。 

 それでは、事務局より資料１～４について説明をお願いいたします。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

 では、資料１につきましてまず御説明をさせていただきます。 

 こちらは、１月１６日のワーキング・グループの親会議になります専門タスクフォース

において御報告をさせていただきました資料でございます。 

 冒頭に「実践キャリア・アップ戦略事業」というふうに書いてありますけれども、実践

キャリアにつきましては、昨年の７月に決定されました復興基本方針の中に位置づけられ

ておりまして、専門的人材育成に資する実践的なキャリア・アップの仕組みや育成ブログ

ロムの整備等を推進するということで書かれているところでございます。 

 こちらに基づきまして、昨年度、２３年度ですけれども、本年度からの本格的な実施に

備えまして、システムの基本設計ですとか実践キャリア・アップ戦略についての普及啓発

と言ったことを実施してまいりました、 
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 右側の部分ですけれども、本年度復興枠ということで３分野に分けて、上限で５億 8,000

万の予算というのがついているところでございますけれども、３分野ごとにそれぞれ、こ

の４月から６月までの間にレベル認定の実施業務を担っていただく民間団体を公募させて

いただきまして、選定させていただくということを考えております。 

 その後ですけれども、秋のレベル認定に向けまして事務局の立ち上げというのをやって

いただきまして、１０月めどというふうに書いてございますけれども、試行的にレベル認

定を開始していくという、そういったスケジュールを考えております。 

 資料をおめくりいただけますでしょうか。 

 裏面でございますけれども、「予算補助について」ということで財務省と調整をした内容

を御説明させていただきます。 

 財務省との間で、この制度の立ち上げについての予算補助を行うということで御了解い

ただいております。 

 予算補助の期間ですけれども、制度の立ち上げ期間ということで当面３か年の予算をい

ただくということになっております。 

 具体的な補助金の額ですが、食の６次産業化の分野ですと、ここに書いておりますよう

に、１億 9,000 万弱ということが上限だということで整理をしておりまして、例えば、実

際にレベル認定を取っていただきまして、取っていただいたレベル認定をデータベースに

登録するということになりますので、データベースの管理費ですとか、レベル認定を行う

実施機関に係る経費ですとか、そういったものを想定しているところでございます。 

 その下でございますけれども、レベル認定の手数料ということで、現時点で想定してい

る目安を書いております。 

 復興予算ということですので、被災地とそれ以外の方というのは手数料、金額に若干差

をつけるということを想定しているんですけれども、現時点での想定の金額ということで

すが、６次産業の分野です、被災地の方ですと 8,000 円、被災地以外の方ですと１万 8,000

弱、これが１つの目安として考えている金額でございます。 

 具体的な金額を幾らぐらいにするかというのは、今後実施機関を選定させていただいて、

その実施機関との協議の中で決めていきたいというふうに考えております。 

 その次、昨年度に普及啓発を行いました。その内容を簡単に御説明させていただきます。 

 まず、冒頭にネーミングについて書かせていただいているのですけれども、今回の実践

キャリア・アップ戦略というのは、国が国家戦略の１つとして 21 の国家プロジェクトの

中に位置づけて進めているものですので、これからも引き続き国が一定のガバナンスをき

かせた形で職業能力の評価を行っていくということを考えております。 

 キャリア段位制度の枕詞として国が国家戦略として進めているという枕詞をつけるとい

うことで専門タスクフォースで御議論いただきまして、１月の専門タスクフォースの中で

この案の２にあります国家戦略・プロフェッショナル検定、こういったことで、キャリア

段位制度を今後広く普及をしていこうということで御了解をいただいた次第でございます。 
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 その次、２番目ですけれども、昨年度、こちらに書いておりますように、リーフレット

ですとか、あとパンフレット、こちらは今作成をしておりまして、できましたら送付をさ

せていただきますけれども、分野ごとのパンフレットというものもつくっております。 

 また、説明会を開催するですとか、あと６次産業についてはレベルの取得を希望するよ

うなターゲットの方に普及啓発を兼ねたアンケートをするといった事業も行っているとこ

ろでございます。 

 こちらは、昨年度の御説明でございます。 

 その次、資料２をご覧いただけますでしょうか。 

 こちらも１月の専門タスクフォースで御報告をさせていただいた資料になりますけれど

も、これから４月、５月、６月にかけて、左側の下にございます実施機関を公募させてい

ただくということを考えております。 

 この実施機関ですけれども、どういったことをやっていただくかということを下に書い

てございまして、１点目といたしまして研修機関ですとか、プログラムの認証ということ

をやっていただくということが１つと、２つ飛ばしまして、「できる」の実践的スキルの審

査、この２点を６次産業の分野では当面やっていただきたいというふうに考えております。 

 右側の囲みをごらんいただければと思いますが、国のガバナンスを引き続ききかせてい

くということで、具体的な方策を右側に書いているのですけれども、まず１点目として、

先ほど申し上げてように、立ち上げ期間の運営費を国が支援させていただくということが

１点と、２点目ですけれども、レベル認定を行う基準ですとか、これから公募をさせてい

ただく民間団体の要件というのは、今回のワーキング・グループにおいて決定をしていた

だくということが２点目でございます。 

 ３点目でございますけれども、実際レベル認定をしていく中で、フィードバックと言い

ますか、実際にそのレベル認定の中で基準のメンテナンスをしてより実態に合ったような

形にメンテナンスをしていくということを引き続きワーキング・グループにおいてやって

いただきたいというふうに考えているところでございます。 

 その次、４点目ですけれども、実際に実施機関の中でレベル認定委員会ということで、

最終的なレベルの判定をする委員会というのをつくっていただこうというふうに考えてい

るんですけれども、その委員の人選については国が承認させていただくということで、こ

の制度自体のガバナンスというものを取っていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 ５点目は、先ほど申し上げた国家戦略・プロフェッショナル検定という名前を決定させ

ていただいたところでございます。 

 続きまして、資料３を御説明させていただきます。 

 こちらは、先ほど来申し上げておりますレベル認定の実施機関を公募する際にどういっ

たことを要件の柱としていくかということで、こちらも１月の専門タスクフォースで御報

告をさせていただいたものでございます。 



6 
 

 冒頭の部分ですけれども、レベル認定の実施機関については当初制度の立ち上げにかか

る経費を内閣府が補助金を交付して支援するということにしておりますけれども、具体的

にどちらに交付するかというのは、透明性ですとか公平性を図るという意味で公募をする

ということを考えております。 

 下に書いておりますのが、公募の要件のイメージというところでございますけれども、

実際にその要件を満たす法人の中から、最も的確に実施機関としての役割を担える機関と

いうのを企画競争で国の方で選定をさせていただくということを考えております。 

 具体的な要件ですけれども、まず１つ目、必須要件として丸を５つ書いているところで

ございますけれども、まず第１に公益性ということで、今回国家戦略としてやっていくも

のだということもございますので、公益的な活動を行うのにふさわしい法人だということ

を要件とさせていただいております。 

 かっこ書きでございますけれども、１つの法人に限らず、例えば複数の公益的な活動を

行う法人が協議会のようなものをつくっていただいて、ただし責任体制を明確にしていた

だくということで、全体を統括する法人を１つ決めていただいて、そこが補助金の交付先

となるという、そういったいわゆるコンソーシアムというものでもいいのではないかとい

うことを書いております。 

 その次ですけれども、事務処理体制ということできちんとした体制が確保されているこ

とが２点目でございます。 

 ３点目ですけれども、事業の継続性ということで、国の立ち上げ期間の補助というもの

はあるのですけれども、一方で国の補助金の立ち上げ期間というのが終了したときにあっ

ても引き続きレベル認定の事業というものを独立採算で継続的にやっていただくといった

ことがあらかじめ見込まれること、そういったところにお願いをしたいというふうに思っ

ております。 

 その次でございますけれども、中立性・公平性ということで、１つ目といたしまして、

レベル取得をしようとする方を研修している機関、今回、「わかる」でプログラムの認証と

いうのを申請していただくということを考えておりますけれども、そのプログラムを実施

している機関とレベル認定を行う機関というのが同じにならないようにということが１点

目でございます。 

 また、２点目といたしまして、特定の事業者ですとか分野に偏らずに中立・公正な運営

を行っていただけること、そのことを要件として想定しております。 

 最後でございますけれども、本分野について一定の専門的知見が確保されていることと

いったことも要件として検討しているところでございます。 

 おめくりいただきまして、実際に公募をする際に民間機関の方から具体的な事業計画で

すとか、実施体制をどうするかという御提案書を出していただいて、それを企画競争とい

うことで選ばせていただきたいと思っておりますけれども、その際の審査基準といたしま

して、１点目でございますが、事業実施計画が効率的・効果的であるかということで、補
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助金による立ち上げ期間においてきちんとした計画が定められているかどうかということ

が１点でございます。 

 ２点目といたしまして、事業に従事する方の役割ですとか責任分担といった実施体制が

明確であるかということが２点目でございます。 

 ３点目といたしまして、経理処理の体制がきちんと確実に整備されているかどうかとい

うこと。 

 最後ですけれども、本事業についての知見ですとか、専門性や経験というのがあるかと

いうこと。 

 こういった４点を審査の際に基準として見させていただきたいというふうに考えており

ます。 

 続きまして、これまで専門タスクフォースの御議論の御報告なのですけれども、６次産

業化の分野でキャリア段位制度をどのように運営していくかということの案を御説明させ

ていただきます。 

 まず、最初にレベル認定の申請なんですけれども、まず認定をする対象というのは個人

ですので、基本的には個人単位で申請をしていただくということを考えておりますけれど

も、ただし今後は取り組みが広がってきまして、法人単位でレベル認定に取り組みたいと

いうことがあれば、法人経由でまとめて申請していただくということも可能であるという

ことを考えております。 

 その次ですけれども、「わかる」「できる」の認定申請を同時にしていただくということ

を原則としております。 

 その次ですが、「わかる」の認定申請についてなんですけれども、今回プログラムを認証

するという考え方を取っておりますので、認証を受けたプログラムを修了したという、修

了証を添付していただくことで「わかる」の部分については認定をしようということを考

えております。 

 このプログラムについてはこれから始まるものだけでなくて、本制度を開始する前に修

了したものであってもプログラムの認証基準に合っていれば認めさせていただこうという

ことを考えております。 

 その次ですが、「できる」の認定申請については後ほど具体的に御説明させていただきま

すけれども、６次産業化でどのような実績を上げているかということの事業実績の説明を

するものですとか、あと「できる」の基準に沿った評価表に基づいて自己評価をしてもら

ったもの、そういった申請書を出していただくとともに、それの裏付けとなるようなエビ

デンスを出していただくということと、今回法人スタッフですとか、支援機関で働いてい

らっしゃる方ですとか、上司がいる場合というのもありますので、上司の指示に従ってど

ういった仕事をしていたかということについての上司の確認書というのを出していただく

ということを考えております。 

 「わかる」についてですけれども、今プログラム認証基準ということでフルセットで御
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議論いただいていますけれども、今後の検討といたしまして、フルセットのすべての分野

を修了されていなくても、途中でユニット単位、下の注のところに例として書いているん

ですけれども、例えば食品流通とマーケティングについて受けましたということがあって、

その後に事後的に経営・ビジネスプランニングについて受講するとか、そういったユニッ

ト単位で積み重ねていって認定を受けていただくということも可能にした方がプログラム

の受講をする方にとって非常に都合がいいだろうということで、そういったユニット制に

ついても今後検討していきたいというふうに考えております。 

 また、既に高い実績を持たれていて、プロレベルというふうにいきなり認定をされるよ

うな実績をお持ちの方というのは、改めてプログラムを受けなくてもいきなりレベル４か

ら、いわゆる横入りのようなことをすることができるということを考えております。 

 ２番目ですけれども、具体的なレベル認定の手続きについて御説明させていただきます。 

 具体的なイメージの図というのをおめくりをいただいた別紙１のカラーの紙でつけさせ

ていただいておりますので、これに基づいて御説明させていただきたいと思います。 

 真ん中から左が「できる」で右側が「わかる」になっておりますけれども、まず右側の

「わかる」の方から御説明させていただきますが、まず青い部分がレベル認定の申請を希

望する方なんですけれども、この方が緑の部分のプログラムの実施機関に行ってプログラ

ムを受けていただいてそれを修了していただくということがまず最初の手続でございまし

て、その際に緑のブログラムの実施機関の中において、今回御議論いただいているプログ

ラム認証基準にプログラムの内容が合っているかということをレベル認定委員会に申請を

していただいて認証していただく、そういった手続が「わかる」でございます。 

 左側の「できる」ですけれども、レベル認定を希望される方が実際に６次産業化の現場

で働いて、その実績というのをレベル認定委員会に申請をしていただきまして、下に認定

審査員２名というふうに書いているんですけれども、レベル認定委員会の中に、認定業務

を担っていただくような有識者の方というのを審査員という形で置かせていただいて、こ

の方が実際の実績ですとか書類の内容を見るですとか、具体的な実績を見て、またレベル

４以上であれば面接を行っていただいて、その結果に基づきまして、レベル認定委員会の

方でそれぞれお１人ずつのレベルの認定をしていく、そういった手続を考えております。 

 一点補足をさせていただきますと、これまで認定審査員の部分はアセッサーという言葉

で御説明をさせていただいたと思うんですけれども、３分野共通で用語の整理をいたしま

して、この資料の左下の※のところで書かせていただいているんですけれども、アセッサ

ーというのは３分野共通で、企業の中で上司ですとか、人事担当の方ですとか、実際レベ

ル認定を希望する方の近くにいてその方の実績を見ている方というのをアセッサーと呼ば

せていただいて、そうではなくて、今回６次産業化の分野ですと、当面は個人単位で中央

にある機関に対して申請をしていくということが想定されますので、それはアセッサーで

はなくて、認定審査員という言葉をこれからは使わせていただければと思いますけれども、

そういった中央にいらっしゃる審査員の方に実績を評価していただく、そういった体制を
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当面考えているところでございます。 

 先ほどの資料にお戻りをいただきまして、１ページ目の「２ レベル認定について」と

いうところなんですが、当面認定審査員が評価実務を行っていただくということで、その

前には事務局の中で下審査というような形でより細かいエビデンスを見るですとか、より

細かい審査は行っていただくということになるんですけれども、目安として認定審査員の

方の人数というのは、申請者お１人に対して２人程度ということを想定しているところで

ございます。 

 おめくりをいただきまして、「プログラムの認証について」というところをごらんいただ

きたいんですけれども、プログラムの認証に当たっては、これまでプログラムの認証基準

ということで、プログラムの中身についてどういう内容が含まれていなければならないか

ということを御議論いただいておりましたけれども、もう１つプログラムの実施機関その

ものについても適正なものであるかということを承認していただく、研修機関そのものの

承認基準を設ける必要があるだろうという御指摘をタスクフォース等でいただきまして、

こちらについて御説明させていただければと思います。 

 おめくりいただきまして、先ほどのカラーの紙の裏の別紙２をごらんいただきたいんで

すけれども、「研修機関の承認基準について」ということで書かせていただいております。 

 基本的な考え方でございますけれども、研修機関というのは６次産業のプロデューサー

を育成していく上で重要な役割を担っていただくことになりますので、その確実な実施を

確保するために必要最小限度の基準を設けまして、それを満たしている研修機関というも

のを承認させていただくというふうにしたいということを考えております。 

 具体的な承認基準なんですけれども、下に書いております５つの項目を想定しておりま

して、１つ目として組織、体制ということで、業務運営体制がきちんと整備されているか

ですとか、専門知識や能力等を有する講師の方が確保されているか、そういったことが１

つでございます。 

 あと、財務がきちんとしているかということ。 

教材や施設・設備というのが整っているかということ。 

 次ですけれども、情報管理ですとか苦情処理がきちんとできるような体制であるかとい

うこと。 

「その他」として書いてございますけれども、こういった５つの基本的な要件を満たして

いるところというのを研修機関そのものを承認する際にレベル認定委員会において審査を

していただくということで考えているところでございます。 

 こちらについては、内容や考え方がカーボンマネージャーと同じものになっております。 

 恐縮ですが、先ほどの資料の２ベージにお戻りをいただきまして、「プログラムの認証に

ついて」の２点目でございますけれども、プログラムの認証については内容を定期的にア

ップデートしていく必要があるということもございますので、認証に複数年の有効期限を

設定させていただくということで検討をしたいと思っております。 
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 その次ですけれども、認定の更新制ということでございまして、今回の６次産業化プロ

デューサーの「できる」の評価についてなんですけれども、最初に認定の更新制の一番下

の丸をごらんいただけますでしょうか。今回の６次産業化の「できる」の評価なんですけ

れども、評価時の直近の事業実績というのを評価するということを最初の評価時には考え

ておりますので、レベルを取得された方が取得をしても、その後も一定の質を保たれてい

るかということを確認できるようにすることが望ましいというふうに考えておりますので、

例えばレベル認定を受けた年を書いていただいて、食の６次産業化プロデューサーのレベ

ル３の 2012 ですとか、そういったいつレベル認定を受けたとかいうのを書いていただい

てそれをアップデートして更新をしていくことを促す仕組み、例えばレベル取得を１回し

てしまっても、何十年たってもそのレベルのままということではなくて、より上のレベル

を目指していただいたりとか、同じレベルであったとしても、定期的に実績の評価をもう

一回やっていただいて、質を担保するですとか、またフォローアップ研修を定期的に受け

ていただくですとか、そういった年を更新していく仕組みというのを考えていく必要があ

るというふうに考えております。 

 ただ、一番上なんですけれども、キャリア段位制度というのはその時点での職業能力を

評価する制度ですので、認定の効果について、例えば 2012 ということで５年間経ったら

自動的に失効するということではなくて、失効はしないんですけれでも、ただレベルの更

新というのを促すという仕組みというふうにしていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 一番下の「評価基準の見直し」でございますけれども、6 次産業化に関する制度改正が

行われる場合ですとか、内容的なもので変更する必要があるというときには、随時ワーキ

ング・グループにお諮りをさせていただきながら、評価基準の見直しの必要性について議

論して適宜見直しをしていくということを考えているところでございます。 

 資料４までは、以上でございます。 

○大宮座長 ありがとうございました。 

 資料の１～４について事務局から御説明いただきました。 

 今の御説明について、御質問、御意見等があればお願いしたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

○嶋崎秀樹氏 よろしいですか。 

○大宮座長 お願いします。 

○嶋崎秀樹氏 別紙２ですかね、研修機関についてなんですけれども、この育成プログラ

ムを実施する機関が研修機関だと書いてありますけれども、イメージとしてどのクラス、

どういうレベルの組織をイメージされていますか。 

○大宮座長 資料２の研修機関のレベルのイメージですか。 

○大久保主査 レベルはかなり多岐にわたるんですけれども、例えばレベル１に相当する

プログラムを実施する可能性が高いところで言いますと、実際農業高校とか水産高校等も
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入るでしょうし、あるいは国の厚生労働省の方の職業訓練機関が実施しているプログラム

があるとか、あるいはそこで委託訓練として提供する民間の教育機関なんかも入るでしょ

う。 

 それからあと大学、それから専門学校、更に、ワーキング・グループの方では小沢先生

が山形大学でビジネススクールとしてやっていらっしゃいますけれども、そうすると大学

院相当になりますので、そういったところは幅広く実際には対象になると思います。 

 そういったところに認定をしていただくということなります。 

○嶋崎秀樹氏 事業仕分けで農業者大学校も廃止になったわけですけれども、実際今、言

われるように行政、国を含めてですね、例えば東大を出ても、何々大学の農学部を出ても

農業できる人はいないわけですね、それから専門学校もできない、それから農業者大学校

はそうなりましたが、全国にある四十幾つの農業大学校も非常に低レベルで、今日本の農

業は非常に衰退し始めている。またそういうようなところに研修機関を持っていくことも

いけなくはないですが、そこだけに落とすと私はまた農業における無駄な数十年が起きる

ような気がします。 

 そこを全部否定はしませんが、民間というもの、特に６次産業化というものは、２次、

３次というものがあるわけで、またあとから出ると思いますが、できれば、研修機関の枠

として、よく農業委員会が必ず農家出身とか老人が多いんですね。最近言われるのは、各

市町村の農業委員会にも法人を入れなさいとか、農業のプロを入れなさいと言われていま

す。同じように、この研修機関の枠に、あえて何％かわかりませんが、民間、特にそこで

成果を出しているところ、もしくは新規で出すようなところも、研修機関の逆に実績がな

くても、もしくは既に民間でやっているところ、そういうところもぜひ掘り起こして認め

ていただきたい。少なくとも農業大学校系統もしくは大学の学部では既に農業経営者が育

っていないというのが現状だと思いますので、ちょっとその辺だけ枠を与えていただけれ

ばありがたいと思います。研修機関に対してですね。 

○大宮座長 お願いします。 

○大久保主査 まず、先ほど例示的に申し上げたところなんですけれども、これはこちら

「わかる」の要するにカリキュラムですね、一致したものを提供してくれれば、どこでも

らっても基本的にはいいというふうに思ってます。 

 勿論、既存の機関が既にプログラムを持っていて実施しているのであれば、それは積極

的に認証していこうと思っております。 

 今の嶋崎さん御指摘のとおり、実際には今申し上げたところだけではなくてなるべく幅

広く機関については開拓し認証していきたいと思っていまして、とりわけ今まで既存のと

ころというのは、いわゆる既存の農業者を対象としたところについては比較的さまざまな

機関があるんですが、２次産業を起点とした６次産業化であるとか、３次産業を起点とし

た６次産業化についてはそれほどカバーされているわけではございませんので、こういう

ところについてはかなり新規の教育機関を開拓したりとかあるいは認証したりするのが必
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要になってくると思います。 

 ですから、今、例示的に申し上げましたけれども、できるだけ幅広いところを教育機関

としてこのプログラムを適用していただければというふうに思っております。 

○大宮座長 別紙２の研修機関についての既存の組織も含めた民間の研修機関の認定に対

する前向きな取り組みをということでした。 

 そのほか。小川委員さん。 

○小川健司氏 ２点ほど確認させていただきたいのですが、研修機関への財務的な補助は

されないんですか。 

 審査機関には財務補助されると先ほど事務局から御説明ありましたが。 

○大宮座長 お願いします。 

○神田審議官 基本的には、研修機関に対して補助するということは考えていないという

ことです。 

 基本的には、補助対象となっているのも、共通基盤となるようなシステムですとか、普

及啓発経費ですとか、アセッサーの養成ですとか、基盤づくりみたいなところは助成する

わけですけれども、専ら個人の能力評価に帰するような部分、個人の方の審査にかかる費

用ですとか、あるいは研修機関で受ける学費的なものについては最終的には個人に帰属す

るということですので、補助の対象とする考え方にはなっていません。 

○小川健司氏 有効期限のお話もありましたけれども、国際標準的には有効期限を必ず持

つようにというのは世界の流れなのですけれども、その間にこれで資格を取った年だけで

あれば、2012 年に取って 2015 年だと３年間の経験があるのがいいのか、2014 年の新し

いのを取っている方がいいのかと、微妙にお願いする側から見たら判断迷うと思うんです

ね。 

 そうした場合 2012 年に例えば資格を取って、研修機関でフォローアップの研修をした

とか、そういうふうなリンクは必要かと思うのです。その場合、フォローアップ研修とか

を提供するというのはかなり財務的に大変だと思いますので、ちょっとその辺の考慮があ

ったらどうかと思って質問させていただいたのですが。 

 フォローアップは年だけではなくて、フォローアップ研修とか実務的な証明書みたいな

ものがあるべきだと思います。 

○大宮座長 いかがですか。 

○大久保主査 例えば６次産業化に関してはさまざまな施策がこの後も何度か変更されて

いったり更新されていったり、大きくルールが変わるということもあると思います。 

 毎年とは思いませんけれども、そういう年があれば、ぜひ更新してほしい、追加的な講

習も受けてほしいということを、既にレベルを取得した方のデータベースがありますので、

これについて今回は中核となる事務局を担う機関がその個人に対して案内をした上で、そ

の講習を受けて更新していただくように御案内をするということになっています。 

 その追加講習であるとか更新講習みたいなものをどういうふうな形でやるのか、つまり、
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その中核の実施機関が自らやるのか、どこかの研修機関の協力を得てやるかということに

ついては今後の課題ですけれども、そういう形でフォローしていきますので、その枠の中

で今のことは考えていきたいというふうに思っています。 

 それから直接研修機関に受講のための助成をするということは、先ほど審議官からあっ

たとおり考えておりませんけれども、ただ６次産業化自体はさまざまな形で推進していく

ということを国でやっておりますので、結果的には文部科学省の施策に合致するとか、農

水省のそれに合致するとか、厚労省のそれに合致するということでたまたま助成を別の形

で受けるということはあると思いますけれども、この事業の枠組みとしては助成をすると

いうことについては考えていない、こういうことでございます。 

○大宮座長 よろしいですか。 

 研修機関の支援についてのやりとりでした。 

 直接の支援は今考えてないですけれども、特にフォローアップ、我々も教員免許状の講

習会をやって、あれをやるのに相当なエネルギーと時間と準備がかかって、そこを直接受

講者からもらってやっているわけですけれども、そういうフォローアップ体制についての

検討なども少し考えていただきたいということでした。 

 今資料４に関してのやり取りでしたが、そのほかに。 

 お願いします。 

○栗原博氏 資料４の中にレベル認定委員会、それから認定審査員というのが出てくるわ

けですけれども、この認定委員会というのは構成として何人くらいということを想定され

ているのか、また認定審査員との重複というのはないというふうに考えていらっしゃるの

か。 

 それから、委員の人選については国が承認するというふうに書いてありましたけれども、

具体的に、だれがどういうふうに承認するのか、この点について教えていただければと思

います。 

○大宮座長 いかがでしょうか。 

 資料４の２のレベル認定について、レベル認定委員会を実施機関に設置するというレベ

ル認定委員会の規模とか、そういうふうなことを想定しているところがどのような形かと。 

○大久保主査 レベル認定委員会の人数規模についてまだ決めておりませんけれども、こ

こについては、ワーキング・グループという形でこういうメンバーをしておりますけれど

も、実際の認定委員は、かなり農業の６次産業化において既に実績を上げていたりとか、

その分野について相当深い専門知識を持っている方を認定委員とするつもりでございまし

て、それに対してレベル認定委員会の方は、もうちょっと関係の各団体の方とかに入って

いただいたようなものを設置することをイメージをしております。 

 まだ人数規模等については、決めておりませんが、それほど大きな人数のものというこ

とは考えておりません。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。 
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○神田審議官 人選についての承認ということですけれども、基本的には実施機関に対し

て先ほど言ったような共通基盤に該当するような部分について助成をしますので、助成を

する際の条件という形で承認するということを考えているということでございます。 

○大宮座長 お願いします。 

○玉沖仁美氏 資料３のレベル認定の実施機関についてなんですが、これは一カ所という

想定でしょうか。それとも、例えば有機 JAS 認定のように認定機関を認定して認定機関を

複数化していくという、どちらを現在想定されていますでしょうか。 

○大宮座長 いかがでしょう。 

○神田審議官 当面、制度立ち上げ時で基準の統一とかそういうこともありますので、最

初から複数設けるというようなことは考えていないということでございます。 

 各分野ごとに実施団体を決めて、先ほど申し上げたシステム開発などについては統一的

な事務局を設けてシステム発注などはしていきたいということですので、特定分野で複数

の実施機関を設けるということは現時点では考えておりません。 

 分野ごとに１機関ということで今、考えています。 

○玉沖仁美氏 わかりました。 

○大宮座長 この別紙１の概念図のやりとりの質問で、一番上のピンク色の実施機関は公

募によって１つを選定する、その下のレベル認定委員会はまだ人数は決まっていないけれ

ども、認定に関する全体観を議論する委員会を１つ立ち上げる、あと認定審査員は１人に

関して２名ずつ当たるわけですが、何人かはこれから検討するというやりとりで大体わか

ってきたと思いますが、そのほか。 

 お願いいたします。 

○小沢亙氏 ちょっと細かいところなんですけれども、最初の資料１の裏面に、先ほどの

御説明の中では手数料についてはこの後詳細決めていくということなんですが、ちょっと

唐突に３分野の金額の違いが出てきていて、どういう根拠と言いますか、もともとどうい

う考え方でこの金額が出たのかなといったところをちょっと教えていただければと思いま

す。 

○大宮座長 6,900 円から１万 9,300 円という根拠、試算のこと。 

 お願いします。 

○神田審議官 あくまでも試算ということでありますけれども、申請者の人数ですとか手

続といった問題がございました。 

 例えば、この６次産業化ですとかカーボンマネージャーというのは、特に実践的スキル

部分については個別の実績ですとか成果を評価するということになりますけれども、介護

の分野で言えば基本的には先ほど言ったアセッサーという方が事業所とか施設にいて評価

したものを外部的にまとめて評価をするということになりますので、想定される人数それ

から手続等からして単価が違ってくるというのは、今申し上げた認定のやり方の違いです

とか想定される人数の違いによるものでございます。 
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○小沢亙氏 わかりました。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。 

そのほか。 

 基本的な質疑応答ができたと思いますので、次に進んでまた思い出して何かあったとき

には戻っても結構ですので、次に事務局の方から今度は資料の５～８について御説明をお

願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局 資料の５から７までにつきまして、昨年６月のワーキング・グループにおいて

起草小委員会を設置するということを御議論いただきました。 

 その起草小委員会を全部で１０回これまで開催をしたんですけれども、その中で御議論

いただいた現時点での検討結果をとりまとめたものとなっております。 

 おめくりをいただきまして１ページでございますが、これまでも９月のワーキング・グ

ループと１１月のワーキング・グループで検討の現状報告というのをさせていただいてお

りますので、その後に追加があった点ですとか変更があった点というのを中心に御説明さ

せていただきたいと思います。 

 まず「はじめに」のところなんですが、今回、起草小委員会の中で、プログラムの作成

と評価基準案の作成と実証事業についての検討と３つミッションがございましたけれども、

それに合わせまして、例えば「できる」のレベル認定の方法ですとか、どういった基準で

レベル認定していくのかという認定基準ですとか、そういったものも併せて小委員会の方

で検討していただいたということになっております。 

 その次、１番目ですけれども、「食の６次産業化プロデューサーの育成のねらいとターゲ

ット」ということで、この資料の後についております別添資料というのも御参照いただき

ながらごらんいただければと思いますが、その別添資料で言いますと、１ページから３ペ

ージ目までというのが１番に相当するもので、今回食の６次産業化を経営力を持って進め

ていくプロ人材というのを養成するということが大事であるということと、それによって

食にかかわるさまざまなプレーヤーにメリットがあったりですとか、雇用機会を創出した

りだとか地域への貢献というのが本制度によって期待をされるということを小委員会にお

いて改めて確認させていただきました。 

 ２ページ目でございますけれども、２番目の「食の６次産業化プロデューサーのレベル

認定の考え方について」、こちらも以前御説明させていただいているところでございますけ

れども、まず「わかる」の部分については、６次産業化というのは各地で人材育成のプロ

グラムというのが展開されておりますし、またその事例研修など地域に独自性がある部分

でもありますので、国で統一的にブログラムをつくったりですとかカリキュラムをつくる

ということよりも、各機関、先ほど嶋崎委員から民間の機関ということを御指摘いただき

ましたけれども、民間の機関を含めていろいろな機関で実施されているプログラムの内容

というのを一定の基準でどういった内容が盛り込まれているかということをチェックする
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というプログラム認証という形をとる方が実態に合っているのではないかというふうに考

えているところでございます。 

 ２ページ目の下の丸のところごらんいただきたいんですけれども、「わかる」のレベル認

定に際して統一テストを行うという考えもあるということで、カーボンマネージャーにつ

いてはテストを行うということで整理をしているところなんですけれども、一方で６次産

業化というのは性質上プログラムで習得したことをどうやって実践に生かしていくかとい

うのが非常に重要であろうと思いますし、今回実証事業ということで既存の６次産業化の

人材育成プログラムを７機関調査をさせていただいたんですけれども、その中で例えば修

了要件については一定時間以上出席しているですとか、あと過半数以上の機関はビジネス

プランを作成するということをゴールとしておりまして、例えば座学などで学んだ知識を

もとにして実際に自分が加工品をつくるですとか、新たなビジネスをつくるということを

想定して市場の分析をしたりですとか、どういった値段をつけて売るとか、収益の見通し

は幾らにするとか、そういった実務に即すような形でビジネスプランをつくるということ

をゴールにされておりまして、そういったことで実践にすぐに結びつく能力が身につくと

思いますし、修了生の一定の質というのも保障されるのではないか、そういった考え方の

もとに６次産業化についてはテストは行わなくてよいのではないかと、小委員会で整理を

しているところでございます。 

 ３ページ目をごらんいただけますでしょうか。 

 それを踏まえて「わかる」のレベル認定の流れ、まずプログラム認証基準によって人材

育成のプログラムを認証させていただきまして、申請者の方がそのプログラムを受講した

ということを示す修了証を出していただきまして、そのプログラムのレベルが例えばレベ

ル３であれば、その方の「わかる」のレベルについても自動的にレベル３になります、そ

ういった認定をするということを考えているところでございます。 

 その次、（２）番で「できる」のレベル認定の考え方ですけれども、こちらも以前ワーキ

ング・グループで簡単に御説明させていただきましたが、６次産業化については、一々個々

のスキルを分解して何ができるというのを細かくチェックしていくというのは非常に難し

いですので、一定程度ビジネスを行っていただいたその後に、どういった経験ですとか、

実績を上げられたかということを事後的に評価をするのが適当であろうということでござ

います。 

 その次ですけれども、６次産業化のビジネスというふうに一言で６次産業化と言っても、

どなたがやるかとか、地域によって非常に取り組み形態も多様ですし、規模というのもい

ろいろとさまざまだと思いますので、１つの項目に限定して評価をするということではな

くて、６次産業化で想定される複数のチェック項目を加点方式にしてアピールポイントを

評価できるような仕組みにするということを考えております。 

 後ほど御説明させていただきます、「できる」についての評価表というのでポイント制で

評価をしていくということを考えているところでございます。 
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 ４ページをごらんいただけますでしょうか。 

 「プログラム認証基準について」ということで、こちらも９月のワーキング・グループ

で御説明させていただいているんですけれども、本日の資料の７でございます A３、若干

細かくて恐縮なんですけれども、それぞれのレベルごとにどういった分野でどういったこ

とを習得する必要があるのかということをまとめているものでございます。 

 この資料７の細かいものの概要というのを先ほどの資料５に書かせていただいているん

ですけれども、６次産業化のプロデューサーに必要となる「わかる」の要素というのを７

分野に分類をするという整理をいたしました。 

 大きく分けまして、食の６次産業化の基盤となる共通分野ということで、６次産業化と

は何かということから始まって、６次産業化ですとか農商工連携についての関連法規です

とか諸制度を学んでいくということと、経営ですとかビジネスプランニングについて学ん

でいただくということと、食品安全・衛生管理についての規則ですとか基本的なことを学

んでいただくということが１つ。 

 もう１つとして、生産・加工・流通それぞれのプロセスにおける専門的な内容というこ

とで、生産・加工・流通に共通することと、あと生産・加工・流通マーケティング、大き

く分けてこの７分野ごとにそれぞれレベルごとに学んでいただくということを想定してお

ります。 

 その下でございますけれども、各分野についてレベル対象ごとに内容を下に書かせてい

ただいているんですが、この内容というのはあくまで必要最低限のものですので、プログ

ラムの実施機関の判断によって例えばより実践的なトレーニングをふやすとか、より専門

的なものを勉強するとか、そういった内容を認証基準に沿うような形でプラスアルファを

していただくということは全く問題ないことだというふうに思っております。 

 細かくて恐縮ですけれども、レベルごとに簡単に見ていきますと、まずレベル１は、先

ほど主査から御説明ありましたけれども、農業高校ですとか水産高校といった、これから

６次産業化の分野を始めようという方を対象にしていますので、６次産業化の意義・役割

ですとか、経営の基礎ですとか食品安全・衛生管理の基礎といったことを学んでいただく、

また生産・加工・流通のごく基礎的なことを座学中心で学んでいただくということを考え

ています。 

 レベル２になりますと、例えば道の駅に出荷をするですとか一次加工するですとか、実

際に付加価値をつけるということを始めている段階ですので、より深く、例えば法律の概

要を勉強していただくですとか、収支計算や経営計画について基礎的な部分を学んでいた

だくですとか、例えばスタッフの方であれば、スタッフというのは後ほど御説明しますコ

ンサルタントとして外部からアドバイスする方なんですけれども、そういう方であれば経

営分析ですとか、財務会計、資金計画のようなものも人にアドバイスをするのに必要だろ

うということで勉強していただくといったことを考えております。 

 おめくりをいただきまして５ページですけれども、レベル２の段階で実際売り先を考え
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てものをつくるということをきちんと覚えていただくことが重要だろうという御意見が小

委員会でも出まして、最後のところに「マーケティング・ブランディングの基礎と手法」

というふうに書いておりますけれども、マーケティングですとか実際自分がつくったもの

をどのように付加価値を高めていくかといったことも勉強していただくということもレベ

ル２として考えております。 

 その次、レベル３でございますけれども、レベル３になりますと分野ごとのレベルのイ

メージでは、プロジェクトの一部を管理しているというレベルになりますので、経営戦略

ですとか経営管理について勉強していただくですとか、ビジネス計画書を実際につくって

みて、実際の実務に生きるようなプランをつくっていただくということ、また専門分野と

して商品開発ですとか、マーケティング戦略、ブランド戦略、販売戦略、こういったこと

を座学だけではなくて、ケーススタディですとか実習ですとか、実際のビジネスに即した

形で学んでいっていただくということを想定しております。 

 その次、講義形式について書かせておりますけれども、レベル１については基礎的な知

識を習得できるように座学を中心ということを考えておりまして、レベル２、３になりま

すと、実習ですとかケーススタディで実践力を養っていただくということを中心に考えて

いるところでございます。 

 その次、４番目の「できる」の評価表について御説明をさせていただきます。 

 こちらは本日の資料の６になりますけれども、先ほど御説明させていただいた６次産業

化のビジネスをどのように評価をするかということで、アピールポイントを評価できるよ

うな評価表というので実績を評価していこうということを考えているものでございます。 

 これの考え方ですけれども、資料の５の５ページに戻っていただけますでしょうか。 

 ６次産業化の代表的な形態として、ここに書いております加工ですとか直売、契約取引、

レストラン等々を想定いたしまして、これらの取り組みのポイントと考えられる点を５つ

の評価項目、資料６で言いますと水色で塗ってあるところというのがそれぞれの評価項目

の柱なんですけれども、この５つをそれぞれ 20 点ずつで合計 100 点満点でポイント評価

をするということを想定しているところでございます。 

 ６ページをごらんいただけますでしょうか 

 こちらは、11 月のワーキング・グループで資料 6 を御説明させていただいたときに、細

かな項目ごとの指標が例えば○％以上とか抽象的な書き方になっていたんですけれども、

それを今回実証事業ということで 22 人のレベル２から４相当の方のヒアリングをして、

プロレベルの方も９人ヒアリングをいたしまして、そういったヒアリングを通じて「でき

る」を評価するのにどういった具体的な指標がいいのかということを検証させていただき

まして、その結果というのを書かせていただいております。 

 １１月のワーキング・グループでごらんいただきましたものから変更しているところを

資料６で青字にさせていただいているんですけれども、順番に御説明させていただきます

と、まず売上高の伸び率ということで食の６次産業化に関する売り上げですとか収益を評
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価するということ。 

 このとらえ方なんですけれども、６次産業化に関する部分というのを基本的には見るん

ですが、ただ６次産業化によって生産が伸びているとか、もともとの事業がトータルで増

えているということもあると思いますので、そういった場合はそれも含めて評価をすると

いうことを考えております。 

 この資料５の６ページ２番目の黒丸をごらんいただきたいんですけれども、今回実際ヒ

アリングをしてみまして、ヒアリング対象とした方というのはプログラムを受けて１年以

内という方なのでレベルの２ですとか３ぐらいの方が中心なんではないかということでヒ

アリングをしたんですけれども、そういった方のほとんどは６次産業化の取り組みの開始

年数というのが短い方が１年半で、長い方で６年目という方もいらっしゃったんですけれ

ども、皆さん法人として伸びている時期にあるというか発展期にあるというふうなことで

売り上げというのは伸びている段階であったということは考えられます。 

 １１月のワーキング・グループのときに、例えば 1,000 万円を 10％上げるのは簡単なん

だけれども１億を３％上げるのは難しいんだという話もありましたけれども、レベルの２

から４ぐらいにチャレンジする方というのは皆さん伸び盛りの段階だろうということで、

売り上げがある程度伸びているというのを評価するということを考えております。 

 具体的な数字なんですけれども、下に書いてございます、多い方ですと年間に 70％以上

増加している方もいらっしゃいましたし、３番目の方ですと３年間を見ると横ばいだとい

う方もいらっしゃったんですけれども、例えば前年比 10％以上ということであれば A、A

というと 10 点ということになるんですが、売り上げが前年比現状維持であれば B、前年

比減少であれば C、こういった３段階で評価をできないかということを考えております。 

 こちらの※のところで「一方」というふうに書いているんですけれども、今回伸び盛り

の修了生の方だけではなくて、６次産業化の取り組みを始めて 20 年以上経つようなプロ

レベルの方というのも複数ヒアリングをさせていただいたんですが、その方々というのは

皆さん事業として成熟期に入られていて、売り上げも数年間横ばいになっているという傾

向がございました。 

 その次ですけれども、売上高そのものについて評価の基準にできないかということも小

委員会で議論したんですけれども、売上高についてはもともと耕地面積が大きければ当然

売り上げも大きくなると思いますし、畜産をやっているとか業態自体の売り上げの水準が

高ければ当然売り上げも大きくなるということなので、６次産業化の実績の指標として売

上高というのを基準にするというのは困難ではないか、小委員会ではそういった結論にな

りました。 

 その次ですけれども、収益性についても１つの評価の項目として考えております。 

 こちらについては黒字化をしていれば A で、黒字ではないけれども前年比増であれば B

で、前年比減少であれば C ということを考えております。 

 ちなみに今回修了生のヒアリングをしたんですけれども、その中で黒字化しているとい
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うふうにお答えになられていたのは大体２割か３割ぐらいの方ということでございました。 

 ただ、売上高も収益も両方でございますけれども、基本的に前年比でどうかということ

を基準にするんですけれども、被災されたとか景気が悪化しているとか、何か特別な事情

があれば、前年比でなくても過去３年程度で売り上げが伸びているとか収益性が上がって

いるとかそういったことがあれば、特別な事情があればそれを認めるということも考えて

いこうということで議論をしておりました。 

 ７ページをごらんいただきたいと思いますが、「できる」の評価項目の２番目として商

品・サービスの開発でございます。 

 資料６をごらんいただければと思いますが、まず１つの指標としまして、商品化につい

て A ですと商品やサービスのブランド化ですとか差別化に取り組んでいるということで例

を具体的に書いているんですけれども、実際に認定を受けるときに書面だけではなくて商

品を提出していただくですとか、そういった証拠のようなもの、またビジネス計画書のよ

うなものですとか、そういったものも出していただくということを考えておりますので、

そういった中身を見ながら、ブランド化ですとか差別化に取り組んでいると言えるか、例

えば商品のコンセプトが明確であるかとか、地域の農林水産物を使っているかとか、特徴

的な生産方法をしているかとか、そういったことを総合的に見させていただくということ

で A,B,C というのをつけさせていただくということを考えております。 

 B ですけれども、ブランド化や差別化までは至っていないんですが、御自分で自ら商品

づくりをしているですとか、ヒアリングをして結構多かったパターンとして、自分で自ら

加工品はつくってなくて連携先で商品化はしているんだけれども、商品開発に関与してい

るという方もいらっしゃいましたので、そういった方を B で評価をして、商品化に取り組

んでいない場合というのは C で評価をするといったことを検討しております。 

 その次、多角化ですけれども、資料５の７ページをごらんいただければと思います。 

ヒアリングの結果でもそうでしたけれども、実際多角化と言ってもいろいろなパターン

がございまして、加工に取り組んで商品の数がすごくふえているですとか、いろいろなカ

テゴリーの業務をされていて加工したりとか、直売所に出したりとかネット販売をしたり

とか、観光農園をやったりとか、いろいろなことにチャレンジされている、そういった２

つのパターンがありまして、そのどちらでも多角化というふうにとらえて、業務の広がり

が複数にまたがっていて、かつ生産・加工・販売ということだけではなくて、飲食ですと

か、体験や観光ということまで展開をされていれば A で評価をさせていただきまして、そ

れが一件以上ということであれば B、多角化に取り組んでないということであれば C で評

価をする、そういうことで小委員会で御議論いただきました。 

 その次、３つ目の評価項目、販路開拓・プロモーションでございますけれども、８ペー

ジをごらんいただけますでしょうか。 

 この販路開拓・プロモーションについては以前のワーキング・グループで御説明させて

いただいたものから変わっていないんですけれども、実際ヒアリングをしてみますと、自
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ら自分で販売ですとか営業を行っている方もいらっしゃいますし、そういったことはしな

いで地域内の直売所に出していて、販売は人にやっていただいているという方もいらっし

ゃいましたし、直売は全くやっていませんという方もいらっしゃいました。 

 中にはネット販売をされて都市圏に展開されているという方も幅広くいらっしゃいまし

たけれども、そういったことを踏まえまして、評価指標としましては、都市圏ですとか他

地域に進出している場合というのは A で、地域内でローカルビジネスとして取り組んでい

る場合というのは B で、新規販路の開拓等に取り組んでいない場合は C ということで評価

をするということを考えております。 

 その次、メディア等への情報発信についてなんですけれども、実際ヒアリングをしてみ

ますとホームページをつくっている方というのは非常に少なくて、半分以下だったんです

けれども、雑誌や新聞のメディアを活用されているですとか、ホームページをつくられて

情報発信をしてらっしゃるですとか、自ら PR 活動に努められている方というのは高く評

価をできるようにしようということで考えております。 

 その次の４番目、連携・コーディネートについてですけれども、今回のヒアリングの中

で連携体制を構築しているというまでの方というのはなかなかいらっしゃらなかったんで

すが、地域の中で特定のメーカーと組んだり飲食店に原料供給をされたりですとか、委託

加工してもらったりという方はいらっしゃいましたし、今回のヒアリングの対象としたの

がプログラム修了生だったということもありますので、地域の同じような取り組みをされ

ている方のネットワークというのを活用してビジネスパートナーを見つけているといった

方もいらっしゃいました。 

 こういったことを踏まえまして、連携体制を構築しているですとか、いろいろな業種の

方と組んでいるということであれば A で、そうでなくて、比較的単一な連携ということで

あれば B で、そういった連携をしていないということであれば C ということで評価をする

ということを考えております。 

 その次、地域活性化への貢献には、今回ヒアリングとしてプロレベルだろうという方に

もヒアリングさせていただいたんですが、その際にほかの実践者の方を評価するポイント

というのがどういうポイントかというのを共通してお聞きをしたんですけれども、そのと

きに皆さん共通しておっしゃっていたのは、自分のビジネスだけではなくて地域の持続的

な農業に貢献をされているかとか、地域の雇用創出に貢献をしているか、こういったこと

が非常に重要ではないかということをおっしゃっている方が非常に多かったです。 

 また、修了生の方にヒアリングをしますと、自分はこの地域の活性化に貢献をしている

んだという方がたくさんいらっしゃいまして、例えば地域のものを使うようにしていると

か、生産者の方であれば耕作放棄地の解消に取り組んでいるとか、障害者を雇用している

とか食育に取り組んでいますとか、そういったいろいろな観点で地域活性化に貢献をされ

ているという方がいらっしゃったんですけれども、そういったことを踏まえまして、評価

指標としましては、地域活性化に大いに貢献をしている、例えば地域課題の解決に取り組
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んでいるですとか、地域の知名度アップですとか、お客さんがふえるということに貢献を

しているということであれば A で、そこまではいかないけれども、地域のものを使ったり

有効活用に取り組んでいるということであれば B で、そういったことに取り組んでいない

のであれば C でという３段階で評価をさせていただくということを考えております。 

 ９ページでございますけれども、その他のアピールポイントということで雇用創出とい

うのを１つ指標として考えていたんですが、実際ヒアリングをしてみますと、雇用を本格

的に拡大してくるレベルというのは、やはりレベル４以上で、実績がふえて、法人化をす

るですとか、ある程度規模が大きくならないと当然雇用というのも生まれてきませんので、

今回のヒアリングの対象の方ですと、売り上げ 3,000 万円超えている方では常勤で多い方

では５名くらい雇用されていたんですけれども、1,000 万円いってない方ですとか、3,000

万円超えている方でもだれも雇ってないとか１人ぐらいだという方が多かったということ

でございます。 

 こういったことを踏まえまして、雇用創出のところの指標でございますけれども、A に

ついては複数名雇用されている、B については１名雇用、C については雇用なし、そうい

った３段階というのを考えているところでございます。 

 「できる」の評価表については以上なんですけれども、９ページの５番目の「できる」

のレベル認定の方法について、これは今回初めて御説明させていただくものですけれども、

小委員会においてレベルの「できる」の評価表について御議論いただくとともに、実際に

レベル認定のときにどういった手続を行うかということも具体的にイメージをしながら検

討する必要があるだろうということで御議論いただいたものでございます。 

 まず（１）「できる」のレベル認定の申請というところですけれども、先ほど来申し上げ

ております申請者が実施機関に対して申請書ですとかエビデンスですとか自己評価表とい

うのをまず出していただく。 

 自己評価表というのは、資料６の「できる」の評価表に自分の取り組みというのを実際

当てはめてみて、客観的な評価をする前に、自分が大体どういった状況にあるのかという

ことをまず自己評価をしていただいて、それを実施機関に出していただいて、それが確か

であるかというのを実施機関の中で審査をしていくという流れを想定しております。 

 １０ページをごらんいただけますでしょうか。 

 申請書とその裏付けになるエビデンスというのを実施機関に出していただくんですけれ

ども、例えばどういうものを出していただくかという例ということでその下に書いており

ますけれども、まず申請者の概要ということでその方がどういった方だという、お名前で

すとか職業ですとか事業内容というのを書いていただくんですけれども、また事業主の方

であれば法人の創業年ですとか資本金の額といった基本的な法人の情報を書いていただい

て、雇われている方であれば、自分はどういった部門に所属をされていて、そこでどれだ

け在籍期間があってどういった業務に従事されているかということと、共通しまして６次

産業化にどれくらい従事をされているかということを申請書の冒頭に書いていただくとい



23 
 

うことでございます。 

 その次の事業実績ですけれども、「できる」の評価表に沿ってそれぞれこちらに書いてあ

るような例えば売り上げであれば決算書類ですとか、商品・サービスの開発であれば商品

の実物ですとか、商品の企画書ですとか、ビジネス計画書ですとかいったものをお出しを

いただく。３点目の販路開拓・プロモーションについては取り引き先ですとか、顧客が地

域ごとに何人いらっしゃるのか、そういったデータですとか、あと自分がどういったプロ

モーションというのをされているか、そういった出版物ですとか資料などを御提供いただ

くということです。その次、４番目の連携・コーディネートですけれども、どういった方

とどういった内容で連携をされているかということを体制図のようなものに書いていただ

いてそれを御提出いただくということを想定をしているところでございます。 

 １１ページをごらんいただけますでしょうか。 

 申請者が事業主の場合だけでなくて、どこかでスタッフとして働いている方ということ

もあるわけですけれども、そういった方については上司による評価表を添付するというこ

とで、先ほど少し申し上げましたけれども、レベル３であればレベルのイメージというの

がプロジェクトの一部の責任者ということでございますので、責任者として具体的にどう

いった業務をして、例えば部下にどういった指示を出したとか、どういった実績を上げた

ということを書いていただく、上司がそのとおりきちんと業務を行ったかということを評

価をしたものというのを出していただくということを考えております。 

 レベル２であれば上司から申請者に対してどういった指示をしたとかスタッフとしてど

ういう業務をしたかということを直属の上司が評価をするものを添付していただくという

ことを考えております。 

 申請者がコンサルタントである場合も、申請書の中にどういった支援を行ったかという

ことですとか、実際コンサルタント先でどういった部分の実績に貢献したかということを

具体的に書いていただきたいというふうに思っているのですけれども、ここで１つ御提案

がございまして、下線で書いてある部分なのですが、今までコンサルタント等という言い

方をしておりましたけれども、コンサルタント等というのはプロの方の呼び名だろうとい

う御指摘は以前からワーキング・グループでもいただいておりましたけれども、実際レベ

ル２、３相当だと思われる方というのを今回ヒアリングをしてみたんですが、大半の方と

いうか全員例えば農協のスタッフであったりとか、各県の支援機関のスタッフであったり

ですとか、独立してプロというか、お金をもらって支援業務をやっている方はほとんどい

らっしゃらなくて、皆さん支援機関に雇われて仕事をされているという立場の方でしたの

で、コンサルタント等というとちょっとプロレベルなのではないかという誤解を招く部分

もあるかというふうに思いますので、このコンサルタント等という区分の名称を支援スタ

ッフという名前に今後変えてはどうかという御提案でございます。 

 御意見がございましたら後ほどいただければと思うのですけれども、この紙の中ではこ

れから支援スタッフということで書かせていただいております。 
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 その次、「できる」の評価方法についてですけれども、先ほど申し上げたレベル認定委員

会の中で申請者一人について認定審査員２人程度で評価をしていただきまして、評価表の

各項目を合議によって採点をしていただいて合計点を採点していただくということでござ

います。 

 また、必要がありましたら、申請者の関係者の方に裏付けという形で聞き取りを行うと

いうことも必要があったら確認することができるということでございます。 

 レベル４以上については面接をしていただくということを考えていますので、実際に経

理面ですとか事業計画ですとか、ビジョンというのはどういったものかというのを実際審

査員の方が面接をして確認をしていただくというプロセスが必要であろうと思っておりま

す。 

 12 ベージをごらんいただけますでしょうか。 

 12 ページに書いてあることは、資料６の評価表に基づいて評価をしていただいて点数を

算出しますけれども、実際に何点であればレベルの幾つであるかというレベル認定の基準

の目安について書いてあるものでございます。 

 １つ飛ばしていただきまして、「○レベル認定基準の考え方（イメージ）」というところ

をごらんいただきたいのですけれども、その２つ目なんですが、まず事業主の方について

は加工をやりつつも直売をやったりとか、６次産業化の複数の業務というのを同時並行で

やることというのは想定をされますので、評価表の項目で言えば①から⑤すべての項目に

ついて加点評価をしていくということを考えております。 

 一方、法人スタッフについては小委員会で御意見が出たのですけれども、法人スタッフ

でレベル２ですとか３ぐらいのレベルにある方というのは、基本的には、加工部門では加

工部門とか、直売部門では直売部門とか、そういった事業部門別に仕事をしたり人材育成

をするということが一般的だということで、すべての点について加点評価をするというこ

とではなくて、例えば評価表の商品・サービスの開発の部門ですとか、販路開拓の部門で

すとか、そのどちらか一部門で業務を行っているということで加点評価をしてはどうかと

いう御意見がありました。 

 支援スタッフについてなんですけれども、実際事業者に対する支援の仕方として一番端

的なものというのは、プランニングといいますが、計画作成するときにかかわるというこ

とが一般的だと思いますので、計画作成にどれぐらい貢献をしていたかということと、レ

ベル３については計画を単につくるだけではなくて、実施している間もクライアント先に

対して継続的なフォローを行っているといったことを評価できればということでございま

す。 

 その次ですが、レベル４についてですけれども、レベルの４の段階になりますと、一定

の事業規模ですとか体制整備というのが整ってきているだろうということが想定されます

ので、評価表で言いますと①から④まで、「その他のアピールポイント」以外の部分につい

てはすべて何らかの点数が入っているということを要件とするということを御議論いただ
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きました。 

 具体的な点数について 13 ページと 14 ページをごらんいただければと思いますけれども、

例えばレベル２の事業主の方ですと一番上の右側のレベル認定基準というところをごらん

いただけますでしょうか。 

 レベル２であれば加工販売の取り組みを例えば１年以上とか１つの事業サイクルを経験

しているということと、「できる」の評価表で合計で 10 点以上を取得されていると。その

10 点というのがレベル２のイメージということで思っているものでございます。 

 法人スタッフになりますと、先ほど申し上げたすべての項目ということではなくて、１

つの部門で 10 点以上を取られているということを考えております。 

 その次、支援スタッフの方ですけれども、レベル２ということですので、直近１年間に

事業者の計画作成または事業の実施に１件以上かかわっているということでレベル２とい

うふうにさせていただくということを考えております。 

 その次、レベル３ですけれども、事業主の方であれば評価表の点数が 30 点以上という

ことで若干ステップアップするんですけれども、法人スタッフの方ですとレベル２の段階

のどちらかの事業部門と売り上げに少し関与しているとか、連携・コーディネート体制づ

くりに多少関与しているとか、そういうことも加味しまして合計で 30 点以上を取られて

いるということを想定しております。 

 レベル３の支援スタッフの方については、計画作成に２件以上１年間にかかわられてい

るということと、計画実施中に取り引き先のマッチングですとか、商品開発のアドバイス

ですとか、資金調達のフォローですとか、そういった継続的なフォローをされているとい

うことを基準として考えております。 

 14 ページごらんいただけますでしょうか。 

 レベル４ですけれども、自己が従事する６次産業化のビジネス、コンサルタントの場合

は自分の支援先のクライアントの実績ということですけれども、それがその「できる」の

評価表で合計で 60 点以上ということで若干ハードルが上がりますけれども、60 点という

のを１つのプロかどうかという基準にしてはどうかということで考えております。 

 また、評価表の１から４のすべてに点数が入っているということと、コンサルタントに

ついては、このワーキング・グループでもコンサルタントについていろいろ御議論があり

ましたけれども、東京にいるだけではなくて、実際本当に現場に行ってビジネスに入り込

んでいるかということを評価をさせていただくという意味でも、支援先のビジネスで具体

的にどういう役割を果たしたかということを具体的に書いていただいて、貢献度を評価す

るということを考えております。 

 以上申し上げたことというのは現時点のイメージということなんですけれども、今後レ

ベル認定を希望する方の実態をもう少し評価をしながら検証をしていって、引き続き評価

基準の妥当性というのを検証していくことが必要ではないかというふうに考えております。 

 続きまして実証事業について御説明をさせていただきたいと思います。 
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 資料８をごらんいただけますでしょうか。 

 資料８ですけれども、１１月のワーキング・グループの際にこの資料で御説明をさせて

いただきまして、これからとりまとめの事業者を公募するという話をさせていただきまし

たけれども、それに基づいて実際どういった事業を行ったかということを、その下につけ

ております「取扱注意」というふうに書いております資料がございまして、こちらは個人

のデーターが入っているものですので、メインテーブルの方のみ配付させていただいてい

るんですけれども、ごらんいただければと思います。 

 実証事業におきまして、大きく３点行いましたけれども、まず１点目として「できる」

の評価基準、先ほどの「できる」の評価表というのと、レベルの認定基準、60 点ですとか

30 点というのが現実に即して妥当なものかというのを評価をするということをいたしま

して、６次産業化のプログラムを受けられた修了生 22 名の方をそれぞれ想定レベルの２

から４ごとにばらけるような形で推薦をしていただきまして、その方に対して「できる」

の評価表に基づいて評価をいたしまして、点数を出してそれを認定基準に当てはめてレベ

ルの２から４のどれになるかということを実際出してみるということをいたしました。 

 その結果と推薦されたレベルですとか、ヒアリングをさせていただいたときの印象とい

うのを比較して、評価表ですとか認定基準というのが妥当であるか、現実に即したもので

あるかというのを検証するということをさせていただきました。 

 検証結果なんですけれども、まず全体といたしまして、６次産業化に現在従事していて

経験年数が半年以上の方については評価表によってその方の実績というのを多角的に評価

することができまして、レベルの２から４のいずれかのレベルをきちんと判定をすること

ができたということでございます。 

 細かく見ていきますと、事業主の方全部で９名ヒアリングをしたんですけれども、事業

主の方についてはレベルの判定もできましたし、判定結果というのも当初の推薦のものと

実際レベル判定をしてみたものの結果というのがおおむね一致をしていたということでご

ざいます。 

 一方、法人スタッフと支援スタッフの方については、今回のヒアリングで法人スタッフ

の方で長く６次産業化を経験されているという方がなかなかいらっしゃらなかったという

こともあるんですけれども、引き続きその妥当性について検討を行っていく必要があると

いうことと、支援スタッフについてですけれども、支援スタッフの方もどういった形でビ

ジネスにかかわられているのかというのは非常に多岐にわたると思いますので、そういっ

た内容についてもより細かく見ながら妥当性について今後検討を行っていく必要があるの

かなという、そういった結果になっております。 

 レベル判定をどういうふうにやったかということを簡単に御説明させていただければと

思います。 

 次の２ページ目なんですけれども、上に１から９とございまして、事業主の方９人それ

ぞれについてヒアリングをしまして、その結果を評価表に当てはめたものになっておりま
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すけれども、例えば一番左の１と書いてある方、この方は商社の役員として勤務をされて

いたんですけれども、定年退職をされて個人で道の駅に少し、生きがい農業みたいな形で

地元の直売所に売っているという方で、売り上げも 200 万とか 300 万円ぐらいの方なんで

すけれども、こういった方の取り組みをまず評価していきますと、この表の下の部分の売

上高 200 万円～300 万円の右のところに５ですとか０という数字がありますが、これが評

価表に当てはめたときに何点だったかという点数なんです。この方については売り上げが

前年維持であったということと収益性が現状維持であったということでそれぞれ５点ずつ

と、最近はレストランに営業していますということをおっしゃっていたので、それで５点

と、あと一番下に休耕地問題にも取り組んでいきたいということもおっしゃっていて、実

際取り組みを始めているということでしたので５点ということで、これを足し上げますと

20 点ということになります。 

 それを先ほどのレベル２が 10 点でレベル 3 が 30 点でレベル４が 60 点という基準に当

てはめますと、レベル２ぐらいかなということでございます。 

 より取り組みが大きい方の一例ですけれども、例えば８番の方なんですが、この方は地

元のリーダー的存在の方で、地元でやっている産直を自ら運営しているという方で、売り

上げ自体は 3,000 万円ということでそれほど多くはないんですけれども、６次産業化を始

めて５年ということで順調に売り上げは伸びているということで 20％増というふうにお

っしゃっていました。 

 また、商品化ということでお餅ですとかお菓子ですとかお弁当やパンといったものをい

ろいろつくっているということと、町内で新しくできる直売所に自らの店舗を出すという

ことを計画をされているですとか、地域のリーダー的存在の方ですので、地元の企業です

とか町役場と連携を取られているとか、食育に取り組んでいるとか、そういった評価表で

いろいろな角度からいろいろな点数をつけられるような取り組みをされていたということ

で、この方については 80 点という高い点数でレベル４というふうに評価ができたんです

けれども、こういった取り組みをそれぞれお一人おひとりを見ていってポイント化をする

ということを実証事業においてさせていただきました。 

 法人スタッフと支援スタッフについても若干追加させていただきますと、３ページごら

んいただけますでしょうか。３ページは法人スタッフの方のデータなんですけれども、６

次産業化の継続年数がないという方も結構多くて、今回対象としたのがプログラムを受け

た方ということでしたので、上司からプログラムを受けてくるようにというふうに言われ

て受けにきたという方も多かったということもあるんですが、経営権がなしですとか、起

業とか新しい法人設立に向けて準備をされているという方もいらっしゃいました。 

 この結果を見てわかったことですけれども、今回６次産業化の実績を評価するというこ

とですので、６次産業化にまだ取り組んでいなくて準備中の段階ですとやはり実績がない

ということなので、例えば 14 番の方というのは農協の指導員をやっていらっしゃって、

今度農協出資の法人をつくるということで準備をされているんですけれども、ただ準備中
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ということなのでまだ実績がないということで残念ながらレベルがつかないということに

はなってしまったんですが、立ち上げるということになればすぐに高いレベルを取ること

も可能なんではないかというふうに思っております。 

 ４ページ、支援スタッフの方についても１例御説明させていただきますと、一番右の 22

番の方なんですが、この方は県の企業振興公社に所属をされていて、商工連携のコーディ

ネート業務を３年ぐらいされている方でしたけれども、３年間に５件支援をされていて、

実際支援先でも例えば売り上げが伸びているとか顧客がふえているとか、実際に、単にコ

ーディネートするだけではなくて、支援先でもきちんと実績を上げるまでフォローしてい

るという方でいらっしゃいました。 

 こういった方ですと、支援先の実績を上げるのに活躍されている方ということになるの

で、この評価表に当てはめても非常に高い評価をつけるということができまして、75 点で

レベル４というふうになりました。ただ、支援スタッフの方もまだ支援件数がないとか、

件数が少ないという方ですと、当然のことながらレベルがつかなかったりレベル２、３だ

ったりということもございました。 

 「できる」については以上ですけれども、その次の５ページですが、プログラム認証基

準についても実証事業で検証いたしました。 

 やり方ですけれども、まず起草小委員会で先ほどごらんいただきました資料７のプログ

ラム認証基準案というのをつくりまして、それぞれの項目ですとか内容について既存の７

機関のプログラムと比較をしまして、妥当なものであるかというのを検証させていただき

ました。 

 対象としたプログラムを下に書いておりますけれども、農水省の委託でつくっているも

のですとか、小沢先生が取り組まれている山形の６次産業化のビジネススクールですとか、

経産省でやっておられる農商工連携の人材育成事業のものですとか、合計７プログラムに

ついてプログラムを比較するということをいたしまして、その結果ですけれども、プログ

ラム認証基準案として小委員会で御議論いただいていたものというのは調査対象のプログ

ラムにいずれも盛り込まれておりまして、現実に即したものであるということが考えられ

るという結果が出ました。 

 その次、プロレベルからの御意見ということで、合計９人の方にヒアリングをさせてい

ただきまして、その中の代表的なものを載せております。 

 後でお時間があればお読みいただければなと思いますけれども、先ほど嶋崎社長からも

民間のプログラムの研修というのはすごく重要だという御指摘をいただきましたけれども、

今回お邪魔させていただいた方の中にも、例えば木之内農園さんですとか奈良の山口農園

さんといった、もともと農園をされていて、更に新規就農のためのアグリスクールのよう

なものをされて、生産だけではなくて加工、流通についても実際ものをつくってみて直売

所に売ってもらってということをやってもらって座学と実践というのを並行的に教えると

いう取り組みをされている方にも話を聞きました。 
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 そういった方についてもこれからプログラム認証というのをぜひとも受けていただいて、

そちらで教えられている方に今回のレベル認定にどんどんチャレンジしていただきたいな

ということを考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○大宮座長 資料の５、６、７、８、大分内容が濃い報告がありました。 

 この間ヒアリングと実証に関してずっとおやりになって、それのすべてのまとめでそれ

をもとにしてつくられた検討材料ということになります。 

 どなたか今の説明に関して御意見、御質問などがありましたらやりとりをしたいと思い

ます。 

 いかがでしょうか。 

 嶋崎委員さん。 

○嶋崎秀樹氏 この資料６の「できる」評価表を見ると、よく出来上がっていると思いま

す。 

 しかし、細かく言えばきりがないんですが、ちょっとお願いがあるのが、ABC と書いて

ありますが、ダブル A をつけるか、マイナス D をつけてもらうか、どちらでもいいんです

けれども、お願いしたいのが１つでございます。 

 なぜかというと、３つで分けると、その後の実例、「取扱注意」の表ですね、これを見て

もわかるように非常にマッチしていない。例えばですよ、もともとこの事業がある意味で

は雇用創出というものを目的としているわけですね。雇用の創出イコール拡大というのは、

雇用を創出すれば耕作耕地が減る、そして雇用によるいろいろお金が回って地域活性する、

これは非常にいいことなんですね。であれば、例えばこの中に、人を雇用する中でいろい

ろ問題があるのは査定の１つが保険だとかでしょう。農林水産省が農の雇用なんかもまた

始めて、今回は農の雇用に対して社会保険を外したという非常に失態を犯しておりますけ

れども、人を雇う場合、このレベルの中ではパートや季節雇用ですから外人さんを除くと

思うんですけれども、できるだけ日本人の中でも、正社員と非正社員ということで人を雇

う以上は、パートというものを外してやるということであれば、やはり労災・雇用保険だ

けじゃなくて、社会保険といいますか、厚生年金も入れるんだと。入れたら評価は上がる、

入れなければ下がるというような基準も１つ考えていただきたいですね。 

 例えばそういうふうに入っていれば、同じ人を雇うでも、パートと社員、社員の中でも、

農業経営は非常に人を使うということを農林水産省が中心に教えてこなかったものですか

ら、雇い方を知らない。ぜひその辺も内閣府でやる場合はプラスもつけてあげたい。110

点になることありませんからね。ぜひ人を雇うという基本の基本、保険の関係も入れられ

るスペースがあったらお願いしたいところですね。 

 それから、資料６の評価表の中でもいいんですけれども、収益性を見るとほとんどの会

社が０か５なんですね。 

 要するに前年低下か赤字ということですね、簡単に言うと。これを出すこと自体が恥ず
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かしいレベルなんですよ、正直言ってね。 

 ６次産業化というのはこういうものじゃないんですよね。 

 ですから、できれば例えば評価表のどこか、最後の「その他のアピール」でもいいです

けど、納税、これが農業業界にないんですよ、農業業界というのは儲かったら全部機械買

っちゃえ。脱税の勧めじゃないですよ。農業というのは日本に約 260 万人いますけれども、

農林水産省や国や県は、納税ということを戦後 65 年一切教えてこなかったんですよ。ぜ

ひこの内閣府の事業で、農業で６次産業化で雇用で何をした場合にはやはり納税をしよう

という、食育と同じように教育をしてもらいたい。 

 ぜひ納税という言葉を今後国の事業として教えていただきたいと思いますね。 

 ですから、年金問題が今、問題になっていますけれども、納税ということを今後いろい

ろなところで使って、特にこういう評価する場合、人を雇う場合は保険に入らなくちゃい

いかぬよ、もしくは、人を雇った場合は必ず、500 万の農家と 5,000 万の農家では、詳し

く言わなくても皆さんわかるように、どれだけ国に対して、地域に対して貢献したかとい

うと 5,000 万の農家の方がずっと貢献しているんですよ。間接税、直接税、機械屋さんと

かいろいろ絡めていますから、雇用も含めて。 

 夫婦２人でやってる 500 万の農家と苦労して苦労して 5,000 人の人を雇用してやる場合

では全然違うんです。 

 ぜひそういうこともこの「できる」評価の中にそういうような、今、私が言ったように

雇用ということを言うんであれば、保険から始まって税金というものを。あと収益の問題

ですね。それは今日はあえて言いませんけれども、ぜひひとつそういう文章を入れていっ

てもらいたい。入れ方はお任せします。 

 それから、6 次産業化もそうなんですけれども、行政の方に、ちょっと話はあれですけ

どね、皆さんは目標を設けて実践させて結果が出ます。これでＯＫとします。民間は違い

ます。目標を立てて、実績をして成果がよくなければ意味がないんです。ここが行政と民

間の違いなんですね。 

 これからプロの農家、できる農家を育てるのであれば、プロフェッショナルを育てるの

であれば、目標を立てさせて、こういう評価表をつくって実績をさせる、6 次産業化をさ

せる、プロの流通をつくる、６次産業化をさせる、そして成果が出ないものに対しては徹

底して追求する、成果を出しなさいと。出すためにはどうしたらいいんだ、そういう勉強

だと思いますが、ぜひ目標実行、この成果の部分にスポットを当てるような政策も、これ

からは民間と同じように国の方もその辺を針で刺すようなイメージでつくっていただける

と農業というものは変わってくると思います。 

 できれば、言葉を変えて結構ですから、少しずつ入れていっていただければというのが

私の意見でございます。 

○大宮座長 いかがでしょう。 

○事務局 1 点目に今、御指摘いただいた点ですけれども、レベル表を今、イメージとし
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て 10 点、５点、０点という３段階にしておりますが、おっしやるように細かく見ていき

ますと、例えば７点だとか３点だとか間の点というのも当然出てくると思いますので、そ

ちらについては間の点をつけられるような仕組みにしたいというふうに思っております。 

 また、間の点をどういうふうにつけるか、どういう勘どころでつけていくか、そういっ

たレベル認定に必要なレベル認定のマニュアルといいますか、手順書のようなものという

のも今後 10 月ないし秋に実施するのに向けて必要なことだと思っておりますので、そう

いったものをつくる際に今いただいた御指摘を踏まえさせていただきたいと思っておりま

す。 

○大宮座長 そのほかに。 

○大久保主査 もともとレベル４から上はできるというか実績を評価するということに一

本化して評価することになっていますので、全体の趣旨としては今御指摘いただいたこと

を踏まえて検討したいと思います。 

 もう１つは、点数を配分をしているわけなんですが、例えば今、御指摘があったように

雇用創出のところにおいては、単純に複数名を雇用しているというレベル以上に非常に大

きな実績を上げているというときにもう少し加点評価できないのかという御指摘、例えば

そういうことだと思いますので、つまりほかのところは仮に点数がつかなくても、そこが

あっただけでも、例えば⑤も 20 点満点でいいじゃないかということだろうというふうに

思いますので、そのあたりの運用の仕方、特に傑出したものを持っていらっしゃるところ

についての評価の仕方については持ち帰って検討させていただきたいと思います。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。 

 雇用創出と成長戦略の中で出てきている認証制度ですので、特に雇用創出の面と納税と

いうか、そういうふうな部分の評価をもう少し重きを置けるような、あるいは項目を明確

に強調して書いていくというふうな、社会保障も含めた雇用の創出と納税ということが一

点だったと思います。 

 成果にスポットをということがもう１つ検討の材料としてということでよろしくお願い

いたします。 

 そのほか。 

○滝口明彦氏 よろしいでしょうか。 

○大宮座長 お願いします、滝口委員。 

○滝口明彦氏 初めてで単純な質問で申し訳ありません。 

 資料５の４ページ～５ページにレベル１、レベル、２レベル３とありますけれども、そ

の考え方なんです。食品安全の衛生管理についてレベル１では基礎、レベル２では応用と

いうふうになってまして、レベル３では共通分野から消えているということなんですけれ

ども、私の勘違いであれば指摘いただければと思うんですが、どのレベルにおいても食品

の安全と衛生管理というのは当然大切な要素でありますので、レベル３であえてこの安全

と衛生管理という共通の分野から外している何か特に理由といいますか、こういうことで
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外しているというのがもしわかったら教えていただければと思います。 

○大宮座長 お願いします。 

○事務局 プログラムの認証基準の考え方ですけれども、基本的にこのプログラムの認証

基準に合うプログラムをレベルの１から順番に積み上げて受講していただくということを

基本的に考えておりますので、食品安全とか衛生管理というのは分野の性質上、食に関す

るビジネスをやられる上では最重要課題ということで、一番最初の段階からマスターして

いかないといけないだろうということで、レベル１と２のところをベーシックなものとし

て位置付けております。そして、レベル３の方が食品安全というのがレベル３に入ってな

いからといってマスターしていなくていいのかということで言えば、決してそういうこと

ではなくて、あくまでその下にあるレベル１、２の食品安全・衛生管理というのを学んで

いただいて、それをもとに、それは当然のこととしながらレベル３の段階でビジネス計画

書を書いていただくとか、より実務に近いようなことを学んでいただくといったことを考

えておりますので、決してレベル３だからといって食品安全を知らなくてもいいとか、そ

ういったことではございません。 

○大宮座長 よろしいでしょうか。 

 積み上げ方式の中でも基礎として持っているものというのでレベル３には入れなかった

ということ。 

 そのほか、あるいは関連でも。はい、お願いいたします。 

○小川健司氏 資料６の「できる」の評価表なのですが、売上高伸び率前年比 10％増とか

黒字というのとか、下の複数名を雇用というような単年度で見ていくのではなくて、複数

年度をみる。単年度だけであれば、ラッキーであったりとか、最初ですからポンと売り上

げが上がったりということもあると思いますので、せっかく提出資料に売り上げの場合は

３年の決算表とか書いてありますから、それはどこまで縛るかどうかとかいろいろあると

思うのですけれども、ラッキーさというのをできるだけ排除するために複数年という考え

方をもうちょっと入れていく。たとえば３年やっていれば 20 ポイント、１年だけだった

らやはり評価は必要ですから５ポイントであるとか、そういうようなラッキーさをできる

だけ排除をするような尺度を入れた方がいいかと思います。 

○大宮座長 いかがでしょうか。 

 売り上げとか雇用創出に関しては単年度じゃなく、複数年、３年間でと。 

 よろしいですか。 

○事務局 御指摘いただきましてありがとうございます。 

 複数年やっている方についてはおっしゃる通り複数年を見る方がより正確なものが出る

と思いますので、その方向で考えたいと思います。一方で例えば始めてまだ１年か２年で

目覚ましく実績を上げている方というのもいらっしゃって、今回もヒアリングで、まだ１

年半だけれども売り上げも 70％上げて雇用も２人しているという方もいらっしゃって、そ

ういった方について一律に過去３年間のものじゃないと評価をできないというふうに決め
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てしまいますと、開始後から３年経たないとレベルの申請ができなくなってしまうという

こともあるかと思いますので、その方が始めてから何年間経っているのかというのに応じ

て、経験年数が長い方については複数年見るようにして、取り組みが短い方については過

去１年のものを見る、そういったことも考えられるかなと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○小川健司氏 その場合はポイントで決めればいいと思うのですね。 

 これはせっかく０、５、１０と決めておられますけれども、単年度で最初に１年目で 70％

上げた方はとりあえずマックスで５ポイントまでしかないとか８ポイントまでしかないと

か、複数年でやっていれば 10 ポイントにするとか、その幅とかいろいろ考え方があると

思うのです。最初の年はレベル２であるかもしれないですけれども、それを続けられれば、

次は先ほどおっしゃったように継続性の有効性のところでも議論させてもらいましたけど、

それを３年続きであればレベル３になれるしレベル４になれるしという方がかえってモチ

ベーションが高くなると思うのですね。幾ら 70％やっても次の年落ちてきたりすると、先

ほどから議論あった雇用の継続性というのはないように私には思えます。 

 ITSS というのはやはりそういうふうなラッキー性をできるだけ排除していくという考

え方を持っていますので、そういう考え方もあるということを御承知いただければと思い

ます。 

○大宮座長 よろしいですね。 

○大久保主査 つまり今のお話しは、単年で大幅な売り上げ上昇しているよりも、売り上

げ上昇を継続していることの方をより重く見るべきじゃないかという御意見ですね。 

○小川健司氏 そういう意味です。 

○大久保主査 それは各論でルールつくるときに検討させていただきたいと思います。 

○大宮座長 そのほか。中嶋委員さん。 

○中嶋康博氏 ４つほどあるんですけれども、１つは先ほどの衛生管理の話に関係してで

すけれども、プログラム認証の基準ではかなり衛生のことしっかり考えていらっしゃるん

ですが、「できる」の評価表の中に衛生とか安全管理の項目がないのはなぜなのかなという

のが１つです。 

 ２つ目がこのプログラム認証の基準のやはり衛生管理の件なんですけれども、トレサビ

リティーという項目を入れていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。 

 それから３番目が、プログラム認証基準と「できる」の評価、両方にかかわることで、

私は CSR という項目をもっと入れた方がいいんじゃないかと思っておりまして、プロレ

ベルの方の意見の中にも、何かそういうことの指摘があったように思いますので御検討い

ただければと思います。 

 それから最後が、プログラム認証基準の方ですけれども、たぶんこれはマネージメント

システムについての研修みたいなものをする必要があるんじゃないか、そういう考え方を

入れていく必要があるのではないかと思うのですが、いわゆる PDCA サイクルを回すとか、
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そういったようなことを勉強してもらうようなものが入らないか。これは事業マネージメ

ント能力の開発の中に勿論含みこまれているのかもしれないですが、それを明示的に項目

として出された方がいいのではないかという感想を持ちました。 

 以上です。 

○大宮座長 いかがでしょうか。１つ目は食品衛生関係が「できる」の方には全然ないけ

どどうかということ。 

○事務局 御意見をいただきたいと思いますけれども、食品安全ですとか衛生管理という

のはできて当たり前というような部分もあるかと思います。「できる」というのはあくまで

共通ではなくてその方がアピールポイントというか特に優れたところを評価していくとい

うことを考えているのですけれども、その一方で安全とか衛生管理に気を配っているとい

うことは、事業者であれば当然のことだという、当然の共通基盤というか守らなければい

けないルールだと思いますので、それについては加点評価というよりも原則を「わかる」

の方で勉強していただきつつ、「できる」の方では評価は特にしないという考え方でおりま

したが、いかがでしょうか。 

○中嶋康博氏 ちょっとよろしいですか。 

 私は実は事前の問題ではなくて事後の問題を考えていて、問題を起こしたときに対応が

できる能力があるかということだと思っているのです。 

 この６次産業の場合、結構私は問題を起こす事業者さんが多いのではないかと思ってい

まして、そのときに消費者対応窓口を持っているとか、それからリスクマネージメントの

責任者、管理者というのがちゃんと設定されていて、一元的に対応する体制が整えられて

いるかどうか、これは衛生問題だけではないのかもしれないのですが、そういったことを

経験しているとか、そういったことをやれるということを示せることが加点になるのでは

ないかと思って今のような質問をいたしました。 

○大宮座長 その辺は、御指摘いただきましたので、食品安全・衛生管理に関して特に日

本ではそれが非常に優れているという、あるいはそこが起きたときの、いろいろな出来事

が起きますので、リスク管理としての対応ということも含めて、逆に言えば明示した方が

いいのか、そこをちょっと検討していただくという形で。 

 ２つ目のトレーサビリティに関してはどうしましょうか。 

○大久保主査 言葉で明示的に書いておりませんけれども、当然学習していただいた方が

いい項目だとは認識しております。実際書き込めるかどうか考えてみます。 

 それからもう１つ、CSR については我々は「できる」の評価表の中で言えば地域活性化

への貢献とかその他アピールポイントはかなり、CSR の視点を入れて書いているつもりで

ありまして、CSR という言葉よりはもう少し具体的に書いている。そういう意味では入れ

込んでいるというふうに思っております。 

 それから最後の経営のマネジメントに関しては、実は経営のマネージメントを具体的に

どういう言葉で表現するのか、そういう議論をしておりまして、例えばレベル３なんかを
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見ていただくと、経営戦略、経営管理から商品開発、マーケティング戦略、ブランド戦略、

販売戦略、全体的に経営管理の話になりますので、全体が今おっしゃっていただいたもの

だというふうに認識をしておるところです。 

○大久保主査 いずれにしましてもトレーサビリティとか CSR とか PDCA とかそういう

部分をきちんと含んだものにしていく、表現をどうするか検討をしていくということです。 

 そのほか。 

 お願いいたします。 

○俵真一氏 先ほど嶋崎さんの話にもあったかと思うのですけれども、成果を出していく

ということで人材の育成をということを考えたときに、例えば知識の部分「わかる」のと

ころに関しては研修という形であると思うのですけれども、「できる」の方のスキルアップ

をしていくということで、例えばレベル上位者との交流だったりとか、場合よっては何か、

実践をやっている中で、例えばいろいろな規制的なもので、結果を出しているのだけれど

も、それがなければもっと広くできたという話とかを伺ったりとか、あとインキュベーシ

ョン的な部分のところのサポートがあれば、そういった相談ができるところがあればもっ

と早くにできたというお話を聞くことがあるのですが、そういったサポートだったりとか

成果を出していくということに対しての何か取り組みというのはこの事業の中でやられる

ということがあるのかなと思うのですが。 

○大宮座長 いかがでしょう。 

 認証のシステムということで成果が出てきたときに交流会をやったりあるいはスキルア

ップをやったりというのは今後の課題で、今のところはまだ検討の可能性があるというこ

とになると思います。 

 しかし、やっていかなくてはならない課題だということで考えていきたいと思います。 

 そのほか。 

 よろしいでしょうか。もう予定された時間も迫ってきまして、資料というか検討してき

た内容がすごく豊富なものですから、まだまだ御意見がたくさんあると思いますが、活発

に御議論いただきまして本当にありがとうございました。 

 最後に大久保主査の方からコメント等いただきまして、まとめにしたいと思います。 

○大久保主査 ありがとうございました。 

 一応、今日のワーキング・グループに至るまでに、随分多くの起草小委員会の議論を積

み重ねて実証事業やってまいりまして、いったん全体の要素が一段階まとまったというと

ころだというふうに思いますので、今日の御指摘いただいた部分を追加で検討修正をした

上で、いよいよ実施機関の公募という段階に進めていきたいと思っています。 

 実施機関の公募をした上で、公募してから事務局の立ち上げまでまだ半年ぐらいの時間

がかかりますので、その期間並行してより今日決めたことの細目と若干周辺的に決めてい

ないことがありますので、それの検討を進めていきたいというふうに思っております。 

 引き続きワーキング・グループの中で御議論いただくこともあると思いますので、よろ
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しくお願いいたします。 

 それから先ほど事務局からありました通り、この２月、３月から、浸透といいますか、

プロモーションの方、チラシをつくったり等々、業界団体に打ち合わせをしたりとかとい

うことをやり始めていますので、ぜひこれからは認知をしていただく段階に入ってきます

ので、委員の皆さん方にもそういう観点でいろいろ機会がありましたら御紹介をいただけ

ればというふうに思っております。 

 それから、今ここにオブザーブをしていただいているとおり農水省の６次産業化や経済

産業省の農商工連携と密接に事業の連携を図りながら進めていきたいと思っておりますけ

れども、そのほかにも文部科学省の方でもさまざまな類似的な支援をやっております。例

えば１つは中核的専門人材の育成といった事業もやっております。こういうところとも連

携を図る。 

 あるいは厚生労働省の方の求職者支援法に基づく新しい訓練であるとか、あるいは従来

からやっております公共職業訓練との連携も図れないかということについても今、協議を

しているところでありますので、更に横の連携についても進めていきたいというふうに思

っているところでありますので、引き続き御協力をよろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

 ありがとうございました。 

○大宮座長 それでは以上をもちまして、食の６次産業化プロデューサーワーキング・グ

ループの第８回の会合を終了いたします。 

 次回の会合日程につきましては、改めて事務方の方から御連絡いただきますので、お忙

しいところ恐縮ですが今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 


